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東日本大震災に係る保育所運営費国庫負担金の取扱いについて 
 
 
 

 標記について、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」（昭和５１年４

月１６日厚生省発児第５９号の２厚生事務次官通知）（以下「交付要綱」という。）の第

３の３に規定する「保育単価の特例」の取扱いについて、下記のとおり行った場合は、厚

生労働大臣の承認が得られたものとするので通知する。 
 

記 
 
１．対象地域 
  東北地方太平洋沖地震に際し、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用され

た市町村（東京都を除く） 
 
２．支弁額の算定方法 
  保育の再開が困難な保育所、又は保育を実施しているが、被災により「月初日の入所

児童数」が著しく減少した保育所等について、法人と職員の雇用契約が継続しており、

法人の職員の職務として、仮設の保育施設での保育、他の保育所への派遣等、何らかの

福祉業務等に従事している場合には、以下により事務費等を支弁できるものとする。 
（１）事務費 

① 保育単価から一般生活費（３歳未満児については月額９，５５０円、３歳以上児

については月額６，４６６円）を差し引いた額（寒冷地手当の支給地域に所在する

保育所については、寒冷地加算額を加えた額）に、「前年度の同月初日（原則とす

る。以下同じ。）の入所児童数」を乗じて得た額を事務費として支弁する。 
② 各月初日の職員数（交付要綱の第１の１の（２）の人件費が支給されている職員

（常勤職員に限る。）の人数）が、前年度の同月初日の職員数を下回る場合は、①

により算定した額に、「各月初日の職員数÷前年度の同月初日の職員数」を乗じて

得た額を支弁する。 
 （２）事業費 

一般生活費及び児童用採暖費に、各月初日の入所児童数を乗じて得た額を事業費と

して支弁する。（月途中入所児童及び退所児童については、交付要綱第３の４の算式

２及び算式３により算定する。） 
 



（３）その他の保育単価に加える加算額の取扱いについては、実施状況等に応じて上記

により算出した額に加算することとし、入所児童数を乗じて算出するものについて

は、「前年度の同月初日の入所児童数」を乗じて得た額とする。 
 

３．承認期間 
  本通知による取扱いは、平成２３年４月１日より平成２４年３月３１日までの期間と

する。 
 


